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Ⅰ はじめに
１「いじめ」についての基本的な考え方

・いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で

共有します。そして、いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものという基本

認識に立ち、すべての子どもたちを対象に、いじめ克服のため、未然防止・早期発見

・早期対応に取り組みます。また、加害・被害の関係だけではなく、子どもたち自身

で解決できる力を育てるため、保護者と学校が迅速かつていねいに話し合い、いじめ

解決のための戦略を立てすすめていきます。

２「いじめ」の定義

・「いじめ」とは、児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児

童と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為

（インターネットを通じて行われるものを含む）であって、当該行為の対象となった

児童が心身の苦痛を感じているものをいう。

※具体的ないじめの様態について、例を以下に挙げる。

◇冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

◇仲間はずれ、集団による無視をされる。

◇軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。

◇ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

◇金品をたかられる。

◇金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

◇嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

◇パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 等

３ 学校いじめ防止基本方針策定の趣旨及び目的

・いじめは、全ての児童に関係する問題であることから、全ての児童が安心して学校

生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめ

が行われなくなるようにするために「豊富小学校いじめ防止基本方針」を定める。

・また、本方針により、児童がいじめはいじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼ

す許されない行為であることを十分に理解し、いじめを行わない児童の育成を目指す。

・加えて、保護者や地域住民、その他の関係者との連携の下、いじめの問題を克服す

ることを目指す。
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Ⅱ いじめの防止等のための取組
１ 未然防止

・いじめは、どの子どもにも起こり得ることを踏まえ、全ての子どもがいじめに向か

うことがないよう、豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お

互いを尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力を育成するとともに、

全ての子どもが安心でき、自己有用感や充実感を感じられる学校づくりを進めるなど、

いじめの未然防止を図る取組を進める。

※そのための具体的実践として以下のような取組を充実させる。

◇わかる授業づくり

◇いじめや友情などについて考える道徳の時間や道徳教育

◇体験的活動から人との結びつきを学ぶ総合的な学習の時間

◇コミュニケーション能力を高める特別活動

◇学校行事を節目とした人間関係づくり

◇地域との結びつきを深める特色的な活動

◇情報モラル教室や人権教室、非行防止教室

◇児童がいじめについて主体的に考える児童会活動

◇保護者懇談会、地域懇談会、通信等による啓発活動 等

２ 早期発見

・いじめは、大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを

装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多

いことから、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段

階からいじめを発見するための取組を進める。

※そのための具体的実践として以下のような取組を充実させる。

◇定期的あるいは状況に応じた教育相談

◇中休みや昼休みも児童の生活を見守る体制の継続

◇児童にかかわる教職員間の情報交換の場の設定

◇保健室との連携・連絡体制

◇通報、相談窓口の明示（相談体制の整備）※外部機関を含む 等
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３ いじめへの対応

・いじめが確認された場合は、直ちにいじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児

童の安全を確保し、いじめたとされる児童に対して事情を確認した上で適切に指導す

るなど、組織的な対応を行うこととする。また、必要に応じて関係機関と連携を図り、

早期対応に努める。

※いじめへの対応について具体例を以下にあげる。

（１）発見・通報を受けたときの対応

（２）いじめを受けた児童への対応

（３）いじめたとされる児童への対応

（４）いじめが起きた集団への対応

（５）家庭との連携

（６）関係機関との連携

（１）発見・通報を受けたときの対応

・教職員は、ささいな兆候や懸念、児童からの訴えを抱え込まずに組織に報告・相談

する。

・複数の教職員で児童への事実関係の聴取や具体的な対応を行うなど、組織に対応す

る。

・いじめの事実の有無を確認し、設置者に報告するとともに、被害・加害児童の保護

者に連絡する。

（２）いじめを受けた児童への対応

・心身の苦痛を共感的に理解しつつ、事実関係を確認する。

・いじめられた児童にも責任があるという認識はしない。

・確認した事実関係は迅速に保護者に伝える。

・安全・安心を確保し、「絶対に守り抜く」という姿勢を伝える。

・安心して学習その他の活動に取り組む環境を確保する。

・解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払う。

（３）いじめたとされる児童への対応

・事実関係を聴取し、いじめの事実の有無を確認する。

・確認した事実関係は迅速に保護者に伝える。

・いじめは「絶対に許されない」ということを理解させる。

・状況に応じて、別室指導や出席停止等の措置を行う。

・個人情報、プライバシーに十分配慮する。

（４）いじめが起きた集団への対応

・いじめを見ていた児童にも自分の問題としてとらえさせる。

・誰かに知らせる勇気をもつよう指導する。

・はやし立てるなどの行為は、加担する行為であることを理解させる。
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・いじめの問題について話し合い、根絶への意識を高める。

（５）家庭との連携

・被害・加害児童の保護者へは、原則として、複数の教職員が家庭訪問を行い、対応

する。

・保護者からの要望等に関しては、組織で検討することとし、期日等を明示して回答

するなど、誠意をもって対応する。

・相談・対応の窓口を一本化する。

（６）関係機関との連携

・いじめを確認した場合は教育委員会に速やかに報告する。

・状況に応じて、心理や福祉等の専門家、警察等と連携を図る。

４ ネット上のいじめへの対応

・携帯電話やスマートフォンの普及発達に伴い、ネット上で、特定の児童を誹謗中傷

したり、個人情報を書き込んだりするなどのいじめが増加していることを踏まえ、こ

うしたいじめを防止し、効果的に対処する取組を進める。

※そのための具体的実践として以下のような取組を充実させる。

◇ネットパトロール

◇情報モラル教室

◇ＩＴ機器の使用や所持に関する保護者への啓発活動

◇ＰＴＡ講習会・研修会

◇通報、相談窓口の明示

◇法務局、警察等との連携 等

５ 教員研修

・いじめを受けた児童やその保護者に対する支援、いじめを行った児童に対する指導

やその保護者に対する助言、又は、その他のいじめの防止等のための対策が専門的知

識に基づいて適切に行われるよう、教職員の資質向上に必要な教員研修を進める。

※そのための具体的実践として以下のような取組を充実させる。

◇校内研修

◇町研での研修会

◇ＰＴＡ研修

◇児童指導研究協議会（教育局主催）の環流

◇初任段階研、中堅教諭等資質向上研修（教育局主催）の環流

◇スクールカウンセラー派遣拡充に係わる研修

◇道研や民間団体が開催する研修への職員派遣 等
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Ⅲ いじめの防止等の対策のための組織
１ 役割

（１）学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検

証・修正

（２）いじめの相談・通報の窓口

（３）いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記

録、共有

（４）いじめの疑いに係る情報があったときの組織的な対策案の作成

（情報の共有、事実関係の聴取、指導や支援体制、保護者との連携 など）

２ 組織図

【特別委員会】
①教育課程編成委員会
②校務運営委員会
③特別支援教育委員会
④生徒指導委員会
⑤保健委員会
⑥アレルギー対応委員会
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Ⅳ 重大事態への対処

・次に掲げる重大事態が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告するとともに、

教育委員会の指導及び支援の下、組織を設け、質問紙の使用その他の適切な方法によ

り当該の重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

１，いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると

認めるとき

・児童が自殺を企図した場合

・身体に重大な傷害を負った場合

・金品等に重大な被害を被った場合

・精神性の疾患を発症した場合

２，いじめにより相当の期間（年間３０日を目安）学校を欠席することを余儀なくさ

れている疑いがあると認めるとき

次のページに重大事態対応フロー図を掲載
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Ⅴ その他（参考資料等）

その他

教職員が研修を深め、参考資料となるものを交流し還元しあい、ここに掲載していく。


